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繋 が る 可 能 性 が 高 い か と い う 事 が 分 か り ま す 。

建 設 業 の 災 害 を 型 別 で 考 え る と 、 「 墜 落 ･ 転 落 災 害 」 が 死 亡 災 害 の 約 ４ 割 を

は ２ １ ２ 人 と 前 年 の ２ ７ ３ 人 か ら ６ １ 人 減 少 し ま し た が 、 全 産 業 の 死 亡 者 数 に

よ り 減 っ て は い ま す が 、 い か に 建 設 業 に お け る 災 害 発 生 は 死 亡 災 害 に

事 業 計 画 の 見 直 し 等 、 多 く の 課 題 を 抱 え て い る 状 況 で す 。

超 え も 達 成 し ま し た 。 ま た 、 日 銀 が マ イ ナ ス 金 利 を 解 除 す る こ と も 決 ま り ま し た 。

を 目 指 し 、 共 に 力 を 尽 く し ま し ょ う 。 ’

働 く 全 て の 人 々 が 、 安 心 し て 働 く こ と が で き る 、 快 適 な 安 全 環 境 職 場 の 形 成

家 族 、 友 人 等 、 全 て の 人 々 の 願 い で あ り 、 幸 せ の 根 源 で す 。 守 谷 商 会 の 現 場 で

新 型 コ ロ ナ が ５ 類 感 染 症 に 移 行 し 、 円 安 の 影 響 と と も に 訪 日 客 が 増 え 、

と発表されています。日経平均株価は３５年前のバブル期を超え、４０，０００円のライン

よ り ８ ０ 人 減 少 し て お り 、 こ の 数 は 全 産 業 の １ ０ ． ７ ％ に 当 た り ま す 。 一 方 、 死 亡 者 数

心 よ り お 悔 み ・ お 見 舞 い を 申 し 上 げ ま す 。 今 後 も 復 旧 ・ 復 興 の 状 況 に 即 し た 形 で 、

     　代表取締役社長　吉澤　浩一郎

２ ０ ２ ４ 年 度 を 迎 え る に 当 た り 、 一 言 ご 挨 拶 を 申 し 上 げ ま す 。 ’

先ず、能登半島地震で正月早々甚大な災害に遭われた犠牲者・被災者の方々には

長い取り組みになると思われますが、被災地への支援を続けていきたいと考えております。

観 光 庁 の 発 表 に よ る と 訪 日 客 の 消 費 が 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 禍 前 を 大 幅 に 超 え た

建 設 業 に 関 し て は 資 材 高 騰 に 起 因 す る 建 設 費 の 上 昇 や 働 き 手 の 不 足 、

そ の よ う な 環 境 の 中 、 建 設 業 に お け る 労 働 災 害 は 、 関 係 す る 皆 様 の 取 り 組 み

に よ り 減 少 傾 向 で は あ り ま す が 、 下 げ 止 ま っ て い る 状 況 で す 。 令 和 ５ 年 の

占 め て い ま す 。 こ れ を 無 く す こ と が 、 よ り 死 亡 者 数 の 減 少 に つ な が り ま す 。

「 無 災 害 で 、 健 康 に 過 ご す 」 こ と は 、 労 働 者 本 人 は も と よ り 、 共 に 働 く 仲 間 、

本 年 も 「 落 ち な い 行 動 」 と 「 落 ち る 前 に や る べ き こ と 」 を 考 え 、 計 画 段 階 で

準 備 し 、 実 行 し て 「 墜 落 ･ 転 落 災 害 ゼ ロ 」 を 達 成 し ま し ょ う 。

建 設 業 に お け る 休 業 4 日 以 上 の 死 傷 者 数 は １ ３ ， ９ １ ５ 人 と 前 年 の １ ３ ， ９ ９ ５ 人

占 め る 割 合 は 約 ３ ０ ％ と 高 い 割 合 を 示 し て い ま す 。 前 年 の ３ ７ ． ２ ％

「墜落・転落災害０」を達成しよう
ゼ ロ
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全社労働安全衛生方針

　安全で健康に働ける快適職場を形成し、人命尊重、人間尊重の理念に立ち、

企業活動のすべての面において安全文化を定着させ、安全で快適な職場環境

を形成する。

基本方針

１．　各部門において労働安全衛生目標を選定し、労働安全衛生パフォー

　 マンスの維持、改善に取り組みます。

２．　労働安全衛生に関する法規制、その他要求事項を順守します。

３．　危険源、及び労働安全衛生リスクを先取りし、その低減と除去に取り

　　  組みます。

４．　労働安全衛生マネジメントシステムの改善のために、すべての階層、

　 及び部門の働く人との協議及び参加を推進します。

５．　労働における負傷、疾病を防止し、安全で健康的な労働条件を提供する

　 ために継続的な改善に努めます。

全社労働安全衛生目標

ゼ ロ
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ヒューマンエラー災害3

・送り出し教育、新規入場者教育の徹底と充実を図る

・「三段構えの危険予知運動」を推進する

・電動工具の始業前点検を確実に実施させる

・ヒヤリハット事例の有効活用を推進する

・リスクアセスメントの実施（作業手順書、化学物質、KY活動）

・搬出入車両荷台からの墜落災害防止

2
建 設 用 機 械

・クレーン･バックホウ・高所作業車等の周辺及び作業半径内
　立入り禁止措置を徹底する

災害
・作業計画書を作成し具体的な作業打合せを実施する
　クレーンは「作業計画書」+「安全作業打合せ票」により打ち合わせるク レ ー ン

・建設機械、クレーン等の転倒防止対策を徹底する

環 境 管 理 目 標

Ⅱ．重　点　撲　滅　災　害

重 点 撲 滅 災 害 具　　体　　的　　防　　止　　対　　策

1 墜落・転落　災害

・脚立、脚立足場、はしご使用時の安全対策を徹底する

・足場、墜落防止設備の作業前点検実施を徹底する

・高所作業での親綱設置とフルハーネス型安全帯使用を徹底する

　　　２０２４年度　安全衛生環境管理目標

Ⅰ．安全衛生環境管理目標

墜落･転落災害“０
ゼ ロ

”を達成する
安全衛生管理目標

働き方改革を推進し、長時間労働を抑制する

手戻り･手直しにより発生する不要な産業廃棄物を削減する

－4－



○「足場計画図」「基礎施工足場図」(強度計算含む)の作成。

○守谷商会による足場の組立て完了時、構造変更時の点検の実施。

○専門工事業者による使用する足場の作業開始前点検の実施。

○墜落危険作業についてはフルハーネス型安全帯の使用を原則とする。

・安全帯は新規格のフルハーネス型を原則とする。

（高さ5ｍ以下については胴ベルト型安全帯も使用可とするが、ハーネス型安全帯の使用を推奨）

・高さが２ｍ以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、

     フルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務については特別教育が必要。

○脚立、はしご、可搬式作業台の適切な使用方法の周知及び徹底。

Ⅱ.重点撲滅災害

墜落・転落災害の防止
・脚立、脚立足場、はしご使用時の安全対策を徹底する

・足場、墜落防止設備、昇降設備の設置を徹底する

(トラック荷台からの墜落防止設備の設置をルールに追加）

・足場、墜落防止設備の作業前点検実施を徹底する

・フルハーネス型安全帯使用（親綱設置含む）を徹底する

1

上にあるものは落ちる。

　・守谷のルール（2023.11.1改正）

 　「脚立の単独使用」に関するルール

　　◎　使用優先順位  :  ① 立　馬 ＞ ② 手摺付き脚立 ＞ ③ 脚 立　とする。

　　・脚立の単独使用は許可制とし、「許可申請及び誓約書」を提出し許可を受ける。

　　・職長は使用者に「脚立の単独使用における留意事項」の使用前教育を行う。

　　・６尺を超える脚立は原則、持ち込み禁止。脚立は手摺付きを推奨する。

　　　※やむを得ず２ｍ以上の脚立を使用する場合は二人作業とし、作業所長の

　　　　許可を受け、墜落防止措置と作業手順を作業員に周知してから使用する。

人も、物も落ちる。落ちてきたら、落ちるかもしれない。

★ そんな危険を予想する、危険感受性を養うことが大切。

－５－



〇脚立単独使用許可申請 及び 誓約書

帳票 LAN-共通文書、2.安全環境管理室、2.2.2安書類-37

使用を許可した「脚立」には、安全
使用の標識を取り付けましょう。
（「立馬」用もありますから、取り付けま
しょう）

守谷商会協力業者災害共済会

－６－



○トラック荷台からの墜落防止設備の設置と安全帯使用の周知及び徹底。

高さ２ｍ以上の場所で玉掛けを行いクレーン等で荷揚げ、荷下ろしを行う

運搬車両は、親綱等による墜落･転落防止設備を具備した車両に限る。

 (トラック用転落防止スタンションの使用も可とする)

・あおりや荷の上での作業は非常に危険であり、十分な幅の作業床を確保する

　ことが安全上効果的です。

①２ｍ以上の高所作業で作業床の設置が困難な場合は、安全帯の取付け設備を

　 設け、安全帯を使用しなければなりません。

②高さが１.５ｍを超えるところで作業を行うときは、安全に昇降するための

　設備を設けなければなりません。

・守谷のルール（2022.8.10改正）

トラック用転落防止
スタンション

トラックステップ

トラックあおり支柱

トラックの積み荷の上等の５ｍ未満の個所では、巻き取り式+ロック機能付き

のランヤードの使用が効果的です。

－7－



○フルハーネス型安全帯使用を徹底する。

高さ５ｍ未満では
「胴ベルト型安全
帯」の使用も可と
しますが、胴ベル
ト型安全帯を使う
メリットはほとん
どないため、フル
ハーネス型安全
帯の使用を推奨
します。

第２種（タイプ２）第１種（タイプ１）

フルハーネス型安全帯のランヤード(フック+ロープ+ショックアブソーバ）には
1種・2種の2種類があります。
フックの位置によって適切な種別を選定してください。

－8－



建設用機械･クレーン災害の防止
・作業計画書を作成し具体的な作業打合せを実施する。

・稼動機周囲及び作業半径内への立入り禁止対策を徹底する。

・車両系建設機械、クレーン、移動式クレーンの転倒防止対策

を徹底する。

2

※ 「クレーン作業計画書」を作成しそれに基づいて
「クレーン安全作業打合票」により打ち合わせる。

年 3 月 20 日作成

期間 年 4 月 1 日 ～ 年 4 月 20 日

内容

■ □ □ 笛

ｔ－ ｔ＝ ｔ－ ｔ＝ 2

□ 有 ■ 無 3

□ 有 ■ 無 ■ □ 4

mm Ｌ 本

６ →

５ →

４ →

３ →

２ →

良 否 良 否 良 否 良 否 良 否

■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ 確認

作成者

中程度　　　(何らかの対策が必要)

かなり小さい(現時点で対策の必要なし)

⑤荷降し場所に枕木を設置し、鉄骨を仮置きする。
Ａ．災害発生の可能性の基準

安全　太一　守谷　一郎
クレーン安全打合せ票を使用する場合は、クレーン安全打合せ票の確認事項欄による。

極めて小さい(対策の必要なし)

・ ・ ・ ・ ・

 ３　かなり起こる  (6箇月に1回程度） 　３ 死亡又は障害の残る災害

作
業
の
方
法
　
運
行
経
路

2020 2020

代理人 打 合 せ 参 加 者 の サ イ ン

当
日
確
認
事
項

作業に合った機種か 作業開始前点検 運転・玉掛の資格はよいか アウトリガーは適切か 警報装置は作動するか

 ２　たまに起こる　(1年に1回程度） 　２ 重大(休業4日以上)

④玉掛け方法は、半がけ（2本使用）による。（地切り後、荷の安定を確認する）

11

Ｂ．災害の重大性の基準
評価（Ａ+Ｂ）

極めて大きい(即座に対策が必要)

 １　殆ど起こらない(5年に1回程度) 　１ 軽微(休業3日以内) かなり大きい(抜本的対策が必要)

・作業旋回範囲内は立ち入り禁止処置をする。 作業指揮者

③立入禁止範囲内の立入禁止措置の実施及び人払いの確認（作業指揮者、クレーン運転手）

10

玉掛けワイヤー 18 4

クレーン

運転手
②トラックを荷降し場所に誘導する。（搬入車両の運転手さんへのカードを渡し説明する）

9
クレーン作業範囲内に第三者が立ち入っ
て、吊荷と接触する。

2 3 5

・安全教育、ＫＹを徹底する。
・吊り荷を地上に降ろして運転席を離れる。

※ 毎日の作業方法は、都度「クレーン安全作業打合票」で確認する
7

フックから玉掛ワイヤーが外れて吊荷が
落下して人に当たる。

1 3

ブームを旋回・のばす時ブームが架線に接触し

て電線を切る。(感電する) 1 3 4

①クレーン設置箇所の確認（アウトリガー、支障物）
8

吊荷作業中運転席を離脱し、荷が落下し
て荷の下敷きになる。

1 3 4

3 5
・クレーンのフックは吊荷の真上に置く。
・介錯ロープを使用して吊荷を誘導する。

玉掛け者

4
・クレーンのフック外れ止め装置を確認する。
・玉掛け用具の点検をする。

玉掛け者

・移動の際ブームの完全収納、格納を確認する。
・誘導者の誘導により移動する。

クレーン

運転手

5
2 ―

6

地切りの時、吊荷がふれて人・物に接触
する。

2

3 4
・作業中はモーメントリミッターを切らない。
・ジブの長さ角度を確認し吊荷重を決定する。

クレーン

運転手

玉
掛
等

玉掛用具の種類 径 長さ 本数 吊荷抜け落ち防止措置

軟弱地盤の有無及び敷板
鉄板等措置方法

措置方法 敷鉄板 その他（　　　　　　）
吊荷が重量オーバーだったのでワイヤー
が切断し、吊荷の下敷きになる。

1

合図が統一されていなかってので吊荷が
作業員に当たる。

1 3

4 ・作業開始前に過巻防止装置の作動を確認する。
クレーン

運転手

合図者

設
置
地
盤
等

傾斜地、埋設物、地下工作
物の有無・措置方法

措置方法
吊荷を巻き過ぎたのでワイヤーが切れ吊
荷が落下する。

1 3

3.11 0.49

評価 危険性又は有害性の低減対策

1 3

4 ・合図の方法を作業前に確認し、見易い場所で合図をする。

責任者
鉄骨 0.49

ｔ
21

ｍ
80

度 1
地盤が悪いのでクレーンが転倒して作業
員が下敷きになる。

クレーン

運転手定格総荷重－ フック重量＝ 定格荷重　－ 吊荷の重量Ｗ＝ 余　　裕

移
動
式
ク
レ
ー

ン
作
業
の
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト

危険性又は有害性 可能性 重大性定
格
荷
重
点
検

吊 荷 の 名 称 最も重い吊荷の重量Ｗ 最大の作業半径 安 全 起 伏 角

3.35 0.24 2.62

4
・地盤の改良を行う。敷鉄板を用いる。
・地盤を確認しアウトリガーを最大に張り出す。

注意標識 □ 監視人
障 害 物 の 有 無
措 置 の 方 法 □ 有 ■ 無 □ 防護 □

無 □ 防護 □ 注意標識 □ 監視人
架 空 電 線 の 有 無
措 置 の 方 法 □ 有 ■ 監

視
人
名

番　号 第○○○○○○号

合 図 者 名 安全　太一 合図の方法 手合図 無線

番　号

玉 掛 者 名
・ 玉 掛 責 任 者

安全　太一
技能講習修了証

番　号 第○○○○○○号

守谷　一郎

運 転 者 名
タダノ　一郎

免許証等
番　号 第○○○○○○号

 作業指揮者確認事項

　・旋回範囲内の立入禁止措置 ・作業方法,手順の周知

　・玉掛け,合図方法の確認 ・親綱,安全帯,安全ﾈｯﾄ等の確認  以上を確認してから作業を開始する

移動式クレーンの名称、能力等 タダノ　TL-500M

性 能 検 査 実 施 年 月 日 2019年11月30日 定期自主検査 実施 月日 2019年11月30日

移動式クレーン 作業計画書 工事の名称 ○○工場新築工事

作 業 指 揮 者 名
( 合 図 者 ･ 玉 掛 者 の 兼 任 可 )

守谷　一郎

鉄骨材のトラックからの荷降し作業（仮置き）

2020

作
　
　
　
　
　
業
　
　
　
　
　
計
　
　
　
　
　
画

作業する業者名 株式会社A鉄工所 リース業者名 ―

作
　
　
　
業
　
　
　
計
　
　
　
画

作
業
内
容

小
林

鈴
木

安書類-09

概
略
図
（
四
隣
の
状
況
、
荷
受
の
場
所
、
積
卸
し
位
置
、
旋
回
範
囲
、

立
入
禁
止
区
域
、
作
業
員
の
配
置
、
架
空
電
線
、
埋
設
物
を
記
入
）

作
業
場
所

の
状
況

年 3 月 20 日作成

期間 年 4 月 1 日 ～ 年 4 月 20 日

内容

■ □ □ 笛

ｔ－ ｔ＝ ｔ－ ｔ＝ 2

□ 有 ■ 無 3

□ 有 ■ 無 ■ □ 4

mm Ｌ 本

６ →

５ →

４ →

３ →

２ →

良 否 良 否 良 否 良 否 良 否

■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □

2020 2020

代理人 打 合 せ 参 加 者 の サ イ ン

安全　太一　守谷　一郎
クレーン安全打合せ票を使用する場合は、クレーン安全打合せ票の確認事項欄による。

極めて小さい(対策の必要なし)

・ ・ ・ ・ ・
確認

作成者

当
日
確
認
事
項

作業に合った機種か 作業開始前点検 運転・玉掛の資格はよいか アウトリガーは適切か 警報装置は作動するか

 ２　たまに起こる　(1年に1回程度） 　２ 重大(休業4日以上) 中程度　　　(何らかの対策が必要)

 ３　かなり起こる  (6箇月に1回程度） 　３ 死亡又は障害の残る災害 かなり小さい(現時点で対策の必要なし)

⑤荷降し場所に枕木を設置し、鉄骨を仮置きする。
Ａ．災害発生の可能性の基準 Ｂ．災害の重大性の基準

評価（Ａ+Ｂ）
極めて大きい(即座に対策が必要)

 １　殆ど起こらない(5年に1回程度) 　１ 軽微(休業3日以内) かなり大きい(抜本的対策が必要)

④玉掛け方法は、半がけ（2本使用）による。（地切り後、荷の安定を確認する）

11

クレーン
運転手

②トラックを荷降し場所に誘導する。（搬入車両の運転手さんへのカードを渡し説明する）

9
クレーン作業範囲内に第三者が立ち入っ
て、吊荷と接触する。

2 3 5 ・作業旋回範囲内は立ち入り禁止処置をする。 作業指揮者

③立入禁止範囲内の立入禁止措置の実施及び人払いの確認（作業指揮者、クレーン運転手）

4
・クレーンのフック外れ止め装置を確認する。
・玉掛け用具の点検をする。

玉掛け者

①クレーン設置箇所の確認（アウトリガー、支障物）
8

吊荷作業中運転席を離脱し、荷が落下し
て荷の下敷きになる。

1 3 4
・安全教育、ＫＹを徹底する。
・吊り荷を地上に降ろして運転席を離れる。

作
業
の
方
法
　
運
行
経
路

※ 毎日の作業方法は、都度「クレーン安全作業打合票」で確認する
7

フックから玉掛ワイヤーが外れて吊荷が
落下して人に当たる。

1 3

10

ブームを旋回・のばす時ブームが架線に接触し

て電線を切る。(感電する)
1 3 4

・移動の際ブームの完全収納、格納を確認する。
・誘導者の誘導により移動する。

クレーン

運転手

玉掛けワイヤー 18 4 2 ―
6

地切りの時、吊荷がふれて人・物に接触
する。

2 3 5
・クレーンのフックは吊荷の真上に置く。
・介錯ロープを使用して吊荷を誘導する。

玉掛け者

4
・作業中はモーメントリミッターを切らない。
・ジブの長さ角度を確認し吊荷重を決定する。

クレーン
運転手

玉
掛
等

玉掛用具の種類 径 長さ 本数 吊荷抜け落ち防止措置
5

4 ・作業開始前に過巻防止装置の作動を確認する。
クレーン
運転手

軟弱地盤の有無及び敷板
鉄板等措置方法

措置方法 敷鉄板 その他（　　　　　　）
吊荷が重量オーバーだったのでワイヤー
が切断し、吊荷の下敷きになる。

1 3

4 ・合図の方法を作業前に確認し、見易い場所で合図をする。 合図者

設
置
地
盤
等

傾斜地、埋設物、地下工作
物の有無・措置方法

措置方法
吊荷を巻き過ぎたのでワイヤーが切れ吊
荷が落下する。

1 3

3.11 0.49 2.62
合図が統一されていなかってので吊荷が
作業員に当たる。

1 3

クレーン
運転手定格総荷重－ フック重量＝ 定格荷重　－ 吊荷の重量Ｗ＝ 余　　裕

責任者
鉄骨 0.49

ｔ
21

ｍ
80

度
1

地盤が悪いのでクレーンが転倒して作業
員が下敷きになる。

移
動
式
ク
レ
ー

ン
作
業
の
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト

危険性又は有害性 可能性 重大性 評価 危険性又は有害性の低減対策

1 3 4
・地盤の改良を行う。敷鉄板を用いる。
・地盤を確認しアウトリガーを最大に張り出す。

注意標識 □ 監視人

定
格
荷
重
点
検

吊 荷 の 名 称 最も重い吊荷の重量Ｗ 最大の作業半径 安 全 起 伏 角

3.35 0.24

障 害 物 の 有 無
措 置 の 方 法 □ 有 ■ 無 □ 防護 □

監視人 監
視
人
名

無 □ 防護 □ 注意標識 □

合 図 者 名 安全　太一 合図の方法 手合図 無線

架 空 電 線 の 有 無
措 置 の 方 法 □ 有 ■

番　号

玉 掛 者 名
・ 玉 掛 責 任 者

安全　太一
技能講習修了証

番　号 第○○○○○○号

守谷　一郎 番　号 第○○○○○○号

運 転 者 名
タダノ　一郎

免許証等
番　号 第○○○○○○号

 作業指揮者確認事項

　・旋回範囲内の立入禁止措置 ・作業方法,手順の周知

　・玉掛け,合図方法の確認 ・親綱,安全帯,安全ﾈｯﾄ等の確認  以上を確認してから作業を開始する

作 業 指 揮 者 名
( 合 図 者 ･ 玉 掛 者 の 兼 任 可 )

守谷　一郎

鉄骨材のトラックからの荷降し作業（仮置き）

移動式クレーンの名称、能力等 タダノ　TL-500M

性 能 検 査 実 施 年 月 日 2019年11月30日 定期自主検査 実施 月日 2019年11月30日

2020

作
　
　
　
　
　
業
　
　
　
　
　
計
　
　
　
　
　
画

作業する業者名 株式会社A鉄工所 リース業者名 ―

作
　
　
　
業
　
　
　
計
　
　
　
画

作
業
内
容

移動式クレーン 作業計画書 工事の名称 ○○工場新築工事

吊荷重量

H300×300、L=5000、ｔ＝0.49ｔ

ｎ＝10本

運行経路

玉掛け者・合図者

作業指揮者

小
林

鈴
木

安書類-09

概
略
図
（
四
隣
の
状
況
、
荷
受
の
場
所
、
積
卸
し
位
置
、
旋
回
範
囲
、

立
入
禁
止
区
域
、
作
業
員
の
配
置
、
架
空
電
線
、
埋
設
物
を
記
入
）

作
業
場
所

の
状
況

吊荷重量

H300×300、L=5000、ｔ＝0.49ｔ

ｎ＝10本

運行経路

玉掛け者・合図者

作業指揮者

帳票
「クレーン作業計画書」･「クレーン安全作業打合票」 LAN-共通文書、2.安全環境管理室、2.2.2安書類-09,10
「車両系建設機械・コンクリートポンプ車・高所作業車」 LAN-共通文書、2.安全環境管理室、2.2.2安書類-11

建設用機械・クレーンを使用する

作業は、作業計画書が必要です。

－9－



立入り禁止措置例②（移動式クレーン）

明確な立入禁止措置を行うこと

立入り禁止表示の設置

※作業員を吊荷の下に
立ち入らせないこと

単管バリケードによる
立入禁止措置

立入り禁止措置例①（ユニック車）

《ポイント》

うっかり･ボンヤリ
していても、入れ
ないことが大切。

《ポイント》

近道をしたくても、
通れないように
囲う。

立入り禁止表示の設置

ｶﾗｰｺｰﾝ･ｺｰﾝﾊﾞｰによる
立入禁止措置

立入り禁止表示の設置

ｶﾗｰｺｰﾝ･ｺｰﾝﾊﾞｰによる
立入禁止措置

立入り禁止表示の設置

ｶﾗｰｺｰﾝ･ｺｰﾝﾊﾞｰによる
立入禁止措置

－10－



※「三段構えの危険予知運動」、リスクアセスメントの実施、ヒヤリハット事例については、
　　重点実施事項参照

工事契約後から現場乗込前までの安全書類提出、送り出し教育実施フロー

作業所乗り込み前の「労務安全書類」「送り出し教育実施報告書」「送り出し

教育報告書/新規入場時教育修了届」「施工体制台帳」の提出及び送り出し

教育の実施を徹底する。（※グリーンサイト対応現場はグリーンサイトを利用

して「労務安全書類」の一部と「施工体制台帳」を提出する。下図-参照）

ヒューマンエラー災害の防止
・「三段構えの危険予知運動」を推進する

・ヒヤリハット事例の有効活用を推進する

・安全書類、送り出し教育の徹底と充実を図る

・リスクアセスメントの実施（特定危険作業）

3

－11－



協力業者　提出書類一覧

【作業計画書・作業手順書】は

紙で作業所担当者に提出し、

作業前打合せ、教育に利用する。
該当作業はP16特定危険作業参照

2-3.「新規入場者の皆様へ」
作業所担当から協力業者へ送付する。

「送り出し教育実施報告書

新規入場時教育終了届」

担当部署、作業所から専門工事

業者への送付もしくは守谷商会

2021

2021

3 10

12 30

3.「施工体制台帳」

作業所担当から「協力業者招待」を

受け通知書を受領し、グリーンサイト

で提出。ただし、公共工事は例外とする。

（グリーンサイト対象外の現場は、

作業所担当が作成工事通知書を作成

し協力業者へ送付します。昨年同様

メールか紙で提出する。）

2-1.「送り出し教育実施報告書」

原則･グリーンサイトで提出

2-2.「送り出し教育報告書

/新規入場時教育終了届」

（グリーンサイトの標準帳票：新規

'!入場者アンケートを使用するか、

'!独自帳票（ 守谷様式 ）に記入し

'!作業所に持参する）

1.「労務安全関係提出書類」

作業所担当からグリーンサイトで「協力

業者招待」します。左頁下図を参照に提出

する。 作業計画書は紙で提出する。

守谷商会のHPからダウンロードし作成する。

※守谷様式 グリーンサイトか守谷商会HPからダウンロード

－12－



Ⅲ.重点実施事項
●三段構えの危険予知運動

前日の“ヒヤリハット”事例を取り入れて

対策は具体的に、〇〇を〇まるする

対策は具体的に、〇〇を〇〇する

－13－



法律は最低ライン、自分で危ないと感じたことに声をかける。

不安全行動
に「声かけ」
を行おう!!

フルハーネス型安全帯の使用ができていないものを見かけ
たら、その場で声をかける。

クレーンで作業中、吊荷の下にいる作業員に声をかける。

筋違を上っている作業員にその場で声をかける。

カバーを付けていないサンダーを見過ごしていないか。

脚立足場のゴムバンド固定をしていない作業員に声をかける。

・手すり設置 ヨシ!!

・周囲の人払い ヨシ!!

・アウトリガー張出し ヨシ!!

声かけ環境をつくり、仲間の危険を防ぎましょう

・本人が気付いていない不安全行動（ヒューマンエラー）を、仲間が防ぐ。

「声かけ運動」の目的

作業場所では、各自でKY(危険を予知)しましょう

まずは、職長さんから!!

「あのとき言ってくれれば

あのとき言ってくれたなら」

－14－



●ヒヤリハット事例の有効活用

※ハインリッヒの法則 ※

・「ヒヤリ・ハット」の報告がしやすい作業場の雰囲気を作る

・その「ヒヤリ・ハット」の報告で、救われる仲間があることを
周知する

－15－



① 安衛則 第 155 条

② 安衛則 第 151 条

クレーン則 第 66 条 2

④ 安衛則 第 194 条 - 9

5 安衛則 第 190 条

6 安衛則 第 517 条 - 14

7 安衛則 第 517 条 - 2

8 安衛則 第 564 条

9 安衛則 第 575 条 - 7

10 安衛則 第 355 条

11 安衛則 第 370 条

12 安衛則 第 240 条

13 安衛則 第 517 条 - 2

14 安衛則 第 517 条 - 13

15

16 クレーン則 第 33 条

17 安衛則 第 517 条 - 6

18 有機則 第 19 条 - 2

19 酸欠則 第 11 条

20 安衛則 第 380 条

21 石綿則 第 4 条

22 安衛則 第 34 条 - 2-8

23 安衛則 第 539 条 - 5

24

③

車両系荷役運搬機械等を用いて行なう作業

鉄骨建て方作業

酸素欠乏危険場所における作業（第一、ニ種）

デッキプレートの敷き込み作業

クレーン・移動式クレーン(クレーン付きトラック、重機を含む)を用
いて行なう作業及び玉掛け作業

有機溶剤を取り扱う作業

※特定危険作業は、リスクアセスメント手法による作業手順書
　　・作業計画書の作成及び作業員への周知が必要です。

【守谷商会】特定危険作業

杭打・杭抜作業、杭打機の移動・組立解体作業

コンクリート造の工作物の解体等の作業

建物等の解体の作業

 守谷ルール

土止支保工組立て解体作業　　

地山の掘削作業

作業構台(ステージ等)の組立て解体作業　　

[該当法令]

化学物質を取り扱う作業

特定危険作業の作業着手フロー

 労務安全関
 係提出書類
 に含まれて
 いる書類

高所作業車による作業

車両系建設機械等を用いて行なう作業 (コンクリートポンプ車を含む)

その他作業（部署又は現場で特定した作業等）

ずい道の掘削、支保工の組立、覆工の作業

ロープ高所作業（法面工事）【勾配が40度未満の斜面を除く】

鉄橋又はコンクリート橋の架設作業

アスベスト(石綿）を取り扱う作業

足場の組立て、解体作業　　

木造建築物組立て作業

クレーン、工事用エレベーター、建設用リフト等の組立て解体作業

型枠支保工の組立て解体作業　　

特定危険作業

作業着手

 作業手順書・計画書の内容確認及び指導守谷商会

 作業所担当者への提出

 リスクアセスメント手法による作業手順書・計画書の作成

 作業員への周知専門工事業者

－16－



５Sの効果

①生産性・安全性の向上

②ヒューマンエラーの防止対策（不注意・近道・省略行為対策）

③快適な職場環境の形成

・休憩所の分煙化を推進し、受動喫煙の防止を図る。

・休憩所、トイレ等清掃清潔を保持する。

５Sの推進

5 Sは、生産性・安全性が向上し、

ヒューマンエラー防止に繋がります。

整理

整頓

清掃

清潔

躾

要る物と要らない物を分け、不要物を捨てること。

要る物をすぐに取り出せるようにすること。

汚れ、ゴミ、ホコリを取り除くこと。

整理、整頓、清掃を維持すること。

決めたこと、決められた事を守ること。

５Sの定義

明日の準備!!

整理・整頓は
明日の準備!!
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①現場乗込み前の労務安全関係書類の提出

②送り出し教育の実施及び実施報告書の提出

③作業手順書・作業計画書を作成し、作業員へ教育・周知する

④三段構えの危険予知運動の実施

⑤作業所の統括管理及び安全施工サイクルへの参加

・災害防止協議会による作業間の連絡調整を徹底する。(全業者参画）

・事業主・安責者等による自主パトロールを月1回以上計画実施する。

・現場安全衛生管理体制と緊急事態発生時の指揮管理体制を定める。

　指導を行う。

⑦

・作業着手前及び作業内容変更時の全員参加によるＲＡＫＹ活動の実施状況の確認・

⑥

確実に果たす。

労働災害・事故等が発生した場合、発生状況・発生原因となった
｢危険性または有害性を調査分析｣し、再発防止対策を定め関係者
に周知徹底し、同種災害の再発を防止する。

小規模作業場においても安全管理体制を確立し、統括管理責任を

専門工事業者の自主的安全衛生管理活動

災害防止協議会

安全施工サイクル

安 全 朝 礼
体 操 安全ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ

Ｒ Ａ Ｋ Ｙ
ヒヤリハット対策

作業開始前点検

所長巡視
安全工程打合せ

持ち場の
後片付け

終業時の確認
終業＆ﾋﾔﾘﾊｯﾄ報告

毎日の

安全施工
サイクル

安 全 朝 礼
体 操 安全ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ

Ｒ Ａ Ｋ Ｙ
ヒヤリハット対策

作業開始前点検

所長巡視
安全工程打合せ

持ち場の
後片付け

終業時の確認
終業＆ﾋﾔﾘﾊｯﾄ報告

毎日の

安全施工
サイクル

事業主・安責者

自主パトロール

※グリーンサイト適用作業所は
７ 作業計画書・手順書以外の
'   書類はグリーンサイトで提出

－18－



①時間外労働は1ヶ月４５時間以内に収める。

②４週８休ができる体制を整える。

③労働災害防止計画書に、休暇予定を記入し見える化を図る。

④働き方改革を推進し、生産性の向上を図り、長時間労働を削減する。

⑥産業医に対する長時間労働者に関する情報の提供
・管理課・総務課担当責任者は、法定外労働時間が１ヶ月当たり80時間を超えた労働者が
  いる場合、産業医へ報告を行う。

⑦長時間労働者への面談通知及び申出
・管理課・総務課担当責任者は、法定外労働時間が医師面談該当時間を越えた長時間労働
  者を確認した時点で、長時間労働者へ通知し産業医との面談希望有無及び面談日の調整を
  行い、長時間労働者に産業医面談を受けさせる。

⑤「LLax seed（リラクシード）」によるストレスチェックを実施し、ストレス
　　や心の健康について理解を深め、ストレスに適切に対処し、必要に
　　応じて相談･カウンセリングを利用する。

働き方改革

従業員一人一人の

意識改革の推進

生産性向上を通じた

閉所の推進

仕事の進め方の見直し働く環境の整備

長時間労働の削減

原則　月45時間かつ年360時間

特別条項でも上回ることが出来ないもの

　　・ 年720時間以内（月平均60時間）

　　・ 2ヶ月3ヶ月,4ヶ月,5ヶ月、6ヶ月の平均でいずれも80時間以内

　　　（休日労働時間数を含む）

　　・ 月単100時間未満（休日労働時間数を含む）

　　・ 月45時間を上回る月は年6回を上限

改正労働基準法（建設業は本年度4月から適用開始）
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資源を有効に活用し、再利用する「循環型社会」形成に寄与でき
ることを自覚し、常に廃棄物の発生の抑制（Reduce)、 再使用
（Reuse)およびリサイクル（Recycle)化に努める。

産廃物の３Ｒ(リデュース･リユース・リサイクル)

・手戻り工事、手直し工事により発生する、不要な産業

廃棄物の排出量削減に努める。

・産業廃棄物の不法投棄はしない、させない。

（不法投棄は会社の存続に係る）

・一般廃棄物、産業廃棄物の区別化を徹底する。

－20－



手戻り･手直しにより発生する不要な産業廃棄物の削減

「SDGs（エスディージーズ）」とは、
「Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）」の略称であり、
2015年9月に国連で開かれたサミットの中で世界のリーダーによって決めら
れた、国際社会共通の目標です。

SDGs達成に向けた宣言書
ＳＤＧs達成に向けた経営方針等

3側面 ＳＤＧｓ達成に向けた重点的な取組 ２０３０年に向けた指標

建 設 作 業 所 に お け る 手 戻 り ･ 手

直 し に よ り 発 生 す る 不 要 な 産 業

廃 棄 物 の 排 出 量 の 削 減 (2019)

女 性 の 管 理 職 数 を 増 加 さ せ る

(2019年2名⇒2030年4名)

再生エネルギー熱利用技術の自立

的普及

(2019要補助金1/2⇒2030補助金不要)

環境

社会

経済

環境

社会

経済

県内 工事 にお いて 発生 する 手戻

り ･ 手直し工 事の 排出 量20% 削減

2020年⇒2030年

再 生 エ ネ ル ギ ー を 有 効 活 用 し た

省 エ ネ ル ギ ー 建 築 物 の 設 計 ･ 施

工(2019)

環境

社会

経済

女 性 の 管 理 職 数 を 増 加 さ せ る

 (2019)
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2018年2月12日に発生した死亡災害の被災者を悼む心と共に、

当該災害の記憶を風化させる事のないように、毎月12日を

「安全の日」として制定しています。

再発防止対策を胸に刻みこみ、二度と不幸な仲間を出すことが

無いよう、安全管理体制を見直す機会となるよう、各部署、作業所

において実施内容を検討し、実効ある取り組みを継続して行う。

毎月12日は安全の日

※ 「安全の日」ステッカーを安全掲示板に掲示す

○建設用機械･クレーン災害の防止対策の見直し

・作業計画書の作成と具体的な作業打合せの実施。

・稼動機周囲及び作業半径内への立入り禁止対策の徹底。

・車両系建設機械、クレーン、移動式クレーンの転倒防止対策徹底。

○墜落転落災害の防止対策の見直し

・脚立、脚立足場、はしご使用時の安全対策の徹底。

・足場、墜落防止設備、昇降設備の設置の徹底。

・足場、墜落防止設備の作業前点検実施の徹底。

・フルハーネス型安全帯使用（親綱設置含む）の徹底。

・搬出入車両荷台からの墜落災害防止。

取り組み事例

○保護具の点検

○安全書類の見直し

○その他、作業所ごとの取り組み
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項目 2023年11月現在 全作業所で適用されているルール

１． “ 労務安全書類 ” 労務安全書類はグリーンサイトで提出する。ただし、確認をする必要から・作業手

順書･工事計画書・送り出し教育報告書は、従来通り、現場責任者へ紙で提出する。

２． “ 作 業 計 画 ” 守谷商会で定める「特定危険作業」については、作業手順書･工事計画書を作成し

現場責任者に提出する必要があります。

　(「特定危険作業」は2024年度安全衛生環境管理計画書Ｐ16を参照)

３． “ 送 り 出 し 教 育 ” 安全衛生法第59条において、就労場所(現場)が変わる際、事業者による教育を行う

事が規定されています。事業者の責務として、新しく入る現場の状況を充分に理解さ

せる「送り出し教育」を実施して下さい。

４． “ 新規入場時教育 ” 職長・安責者及び現場責任者は、新規入場者に 「新規入場者の皆さんへ」により

新規入場者教育を実施し、入場を許可する。

また、一人親方・中小事業主は「労災特別加入制度」加入を確認し、入場を許可する。

５． “ 常 傭 の 禁 止 ” 労働者派遣法に従い、建設工事における「常傭」扱いによる賃金の支払いは違法で

す、請負契約として下さい。

６． “ 職 長・安 責 者 職種を問わず職長教育を修了したものより職長・安全衛生責任者を選任したうえで、

の 選 任 ” 当社工事に入場させて下さい。選任された職長・安責者は常駐させて下さい。

また 災害防止協議会には必ず安全衛生責任者を出席させて下さい。

７． “ 事　業　主 事業主には現場巡視点検の義務があります、月に１回以上のパトロールを実施し

パ ト ロ ー ル ” て下さい。

１． “ 防 塵 マ ス ク ” “粉塵の補修率”が3段階に規定されています。作業にあった捕集率の防塵マスク

を使用して下さい。(国家検定品以外は使用禁止)

アーク溶接作業、粉塵発生作業は作業時間の長短、屋内外に関わらず防塵マスク

を着用して下さい。

２． “ 振 動 工 具 ” 振動業務の一連作業時間は10分以内とし作業間に5分以上の休止時間を設けるよう

にして下さい。

３． “ 保 護 め が ね ” 眼球に障害を及ぼす危険のある作業では、どんなに短時間でも保護めがねの着用

をお願いします。≪ハツリ作業、ケレン作業、コンクリート釘の打ち込み、釘打ち機

の使用、草刈機の使用、電動(ｴｱｰ)研削工具、高圧洗浄機、モルタル混入作業≫

フェイスシールド付ヘルメットの使用を推奨します。

１． “ 安 全 帯 ” ２ｍ以上の高所で作業する者は安全帯の着用無しには作業禁止とします。

安全帯はフルハーネス型を原則とします。ただし、5ｍ以下は胴ベルト型も使用可

とします。足場組立作業、鉄骨建て方作業など、移動時にフックの掛替えのある

作業は、２丁掛けフルハーネス型安全帯の使用を基本とします。

２． “ 足場組立及び 足場の組み立てについては作業手順書を提出願います。

足場点検使用 ” （当社の現場担当者の確認を得なければ作業を開始することができません。）

また、足場を使用する作業を開始する前に足場の点検と記録を行ってください。

３． “ 手 摺 ・ 幅 木 当社の担当者の許可無く、筋交い･手摺･下桟･幅木等を外して作業することを禁止

の 復 旧 ” します。また 許可を得て一時的に取外した場合は、作業終了時に責任を持って

復旧し当社担当者に復旧の報告をして下さい。

✽ 守谷商会の安全ルール✽

Ａ
・
基
　
本
　
事
　
項

Ｂ
・
労
　
働
　
衛
　
生

Ｃ

・

墜

落

転

落

防

止
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項目 2023年11月現在 全作業所で適用されているルール

４． “ 脚立の単独使用 ” ◎　使用優先順位  :  ① 立　馬 ＞ ② 手摺付き脚立 ＞ ③ 脚 立

・脚立の単独使用は許可制とし、「許可申請及び誓約書」を提出し許可を受ける。

・職長は使用者に「脚立の単独使用における留意事項」の使用前教育を行う。

・６尺を超える脚立は原則、持ち込み禁止。脚立は手摺付きを推奨する。

※やむを得ず２ｍ以上の脚立を使用する場合は二人作業とし、作業所長の

　許可を受け、墜落防止措置と作業手順を作業員に周知してから使用する。

５． “ 可 搬 式作 業台 ” 可搬式作業台(立ち馬)の使用に当たっては、作業手順･作業方法を充分に検討

し、過去の災害事例･取扱注意点等について充分に周知してから使用すること。

６． “ トラック荷台から 高さ２ｍ以上の場所で玉掛けを行いクレーン等で荷揚げ、荷下ろしを行う運搬

の 墜 落 防 止 ” 車両は、親綱等による墜落･転落防止設備を具備した車両に限る。

（トラック用転落防止スタンションの使用も可とする）

（推奨） 墜落制止用器具：胴ベルト型安全帯（巻き取り式+ロック機能付きのランヤード）

１． “ 荷 取 り ｽ ﾃ ｰ ｼ ﾞ 荷取りステージからの落下防止措置は、巻末資料-10記載の①～④のうちから

からの落下防止 ” いずれかの措置をとること。

２． 足場から資材等の飛来落下を防止するために使用するメッシュシートは、1類に

限ります。 (仮設工業会認定品)を使用する事。

１． “ コ ー ド リ ー ル ” ２芯のアース端子の無いコードリール(電工ドラム)は持ち込み禁止とします。

高所作業等で２芯の延長ｺｰﾄﾞを使用する場合は、使用する電動工具は必ず

２重絶縁型として下さい。

２． “ ド ラ ム の 加 熱 ” キャブタイヤコードはドラムから全て引き出して使用すること。

(グラインダー等の高負荷の工具の場合)

３． “ 電 気 コ ー ド ” 家庭用延長コードは容量が小さく加熱発火の危険があるため、電動工具には

使用禁止とします。

４． “ サ ン ダ ー ” サンダー(グラインダー)に　チップソー　(ノコ刃)をつけて使用することは

禁止とします。　

１． “ 始 業 前 点 検 ” 動力を有する機械はすべて作業開始前に点検を実施し記録を残すこと。

２． “ 合 図 誘 導 ” 機械の合図者、誘導者はそれそれ１名が専属して担当すること。

３． “ 施 錠 ” 休止中の建設機械はキーを抜き扉には施錠すること。

１． “ 吊 具 の 点 検 ” 各月毎に点検色を決めて色テープで識別しています、月例点検を実施すること。

２． “ 介 錯 ロ ー プ ” 梁、長尺物、モッコ等の吊上げ時には介錯ロープの使用を徹底すること。

３． “ 吊 ク ラ ン プ ” クランプ(ねじ式クランプ、レンフロークランプ)による縦吊りはすべて禁止とする。

１． “ 消 火 器 ” 火気を使用する作業では各自が消火器の設置場所を確認すること。

２． “ ボ ン ベ ” 必ず転倒防止措置を行い、始業前点検用の石鹸水を用意すること。また 夏場

は加熱防止のため過熱防止の養生カバーを使用すること。

３． “ 溶 接 機 ” 足場から1次アースを取ることは禁止します、また 休止時は溶接棒をホルダー

から外すこと。

４． “ ガ ス 溶 接 ” 休止時はバーナー部分をホースから外すこと。

１． “ 資 材 仮 置 き ” 高さ２ｍを超えて資材を積み上げる場合は「はい作業主任者」の選任が必要です。

２． “ 保 護 手 袋 ” 作業に適した保護手袋を使用してください。(丸ノコ使用時の軍手着用は禁止です)

３． “ ダ メ 穴 ・ 開 口 ” 在来工法の型枠においては、「ダメ穴・開口部」は先行開口を基本とする。

Ｄ
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実施月

実施計画項目

12 10 7 12 9

10 9

建　築 (2･17･18) 建　築 (8･22･23) 建　築 (4･18･19) 建　築 (1･23･24) 建　築 (6･22･23)

北陸 (16) 北陸 (24） 北陸 (14) 北陸 (19) 北陸 (26)

東信 (27)

土　木 (2･10･17) 土　木 (8･15･22) 土　木 (4･12･19) 土 木 (1･10･17) 土　木 (6･7･21)

東 京 (11･19) 東 京 (13･28) 東 京 (5･25) 東 京 (9･22) 東 京 (8･27)

松 本 (3･24) 松 本 (7･29) 松 本 (5･26) 松 本 (4･25) 松 本 (2･28)

名古屋 (8･22) 名古屋 (7・20) 名古屋 (10・24) 名古屋 (8・22) 名古屋 (5･19)

長野(3・4・5)

松本（10･11)

名古屋(17･18)

東京(24･25)

長野（5･6･7） 名古屋(7月～8月)

北 陸(6月～7月)
松 本(7月)

東京（6月～7月）

安全週間準備期間 安全週間

(1～30) (1～7)

長野･松本･東信
　（13）

北陸 (26)

東京（11）

名古屋（20）

長野･北陸･東信

（20･21）

長野･北陸･東信

（21）

定時総会(17)

安全祈願祭(17)

長野(2) 松本(7) 長野(4) 長野役員(1) 松本睦会(2)

松本(3) 名古屋(7) 東京(5) 松本(4) 名古屋(5)

東京(11) 長野(8) 松本役員(5) 名古屋(8) 長野(6)

東京(13) 名古屋役員(10) 東京(9) 東京(8)

東京役員(25) 北陸役員(19)

東信(27)

※カッコ内は開催日を表す

安 全 推 進 大 会

職 長 教 育 ・ 安 全 衛 生 責 任 者 教 育

安 全 衛 生 責 任 者 教 育

専門工事業者安全衛生環境パトロール
（ 各 地 区 協 力 会 ）

専 門 工 事 業 者 の 安 全 衛 生 環 境 研 修

協 力 業 者 災 害 共 済 会 行 事

各 週 間 ・ 労 災 防 止 期 間

2024年度　労働災害防止実施計画表   　

4 5 6 7 8

全 社 安 全 衛 生 環 境 委 員 会

安 全 衛 生 環 境 担 当 者 会 議

事 業 本 部 ・ 支 店 安 全 衛 生 環 境 委 員 会

定 期 健 康 診 断

事業本部・本･支店及び部署
安 全 衛 生 環 境 パ ト ロ ー ル

※　( 　 ) は協力会との合同ﾊﾟﾄﾛｰﾙ

安 全 衛 生 環 境 管 理 技 術 研 修 会 （ 社 員 ）

２ 年 生 社 員 安 全 衛 生 環 境 再 研 修

心 の 健 康 づ く り

各事業本部・本･支店において計画

ﾒﾝﾀﾙ相談･健康相談･ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ

ﾒﾝﾀﾙ相談･健康相談･ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ

4/19 東信守和会総会
4/24 東京守和会総会

5/14 名古屋守和会総会

5/16 松本守和会総会

5/17 長野守和会総会

災害共済会総会

5/28 睦会総会

5/30 北陸守和会総会
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13 11 8 13 17 14 14

8 14

建　築 (11･18･19) 建築 (2･8･16･17) 建　築 (6･19･20) 建　築 (2･17･18) 建　築 (8･21･22) 建　築 (5･19･20) 建　築 (4･12･13)

北陸 (20) 北陸 (21) 北陸 (12) 北陸 (12) 北陸 (16) 北陸 (21) 北陸 (7)

東信 (10) 東信 (10) 東信 (6)

土　木 (11･12･19) 土　木 (2･9･16) 土　木 (6･13･20) 土　木 (2･11･18) 土　木 (8･15･22) 土　木 (5･12･19) 土　木 (4･11･18)

東 京 (9 ･ 25) 東 京 (4･22) 東 京 (7･21) 東 京 (4･11) 東 京 (9･21) 東 京 (6･20) 東 京 (5･19)

松 本 (11･26) 松 本 (3･24) 松 本 (15･22) 松 本 (5･19) 松 本 (9･23) 松 本 (6･26) 松 本 (5･19)

名古屋 (2・17) 名古屋 (7・21) 名古屋 (5･18) 名古屋 (9・16) 名古屋 (7・20) 名古屋 (3・17) 名古屋 (3・17)

  8 回

（23･24）   1 回

労働衛生週間準備期間 労働衛生週間 年度末強調月間

(1～30) (1～7） ( 1～31)

東京（10) 松本 (7)
名古屋(15) 北陸（14）
長野 (23) 東信 (21)

松本 東京 名古屋

（4･5） (28･29) (25･26)

松本 東京 名古屋

（5） (29) (26)

安全祈願(10)

（大勧進）

名古屋(2) 長野役員(2) 名古屋(3)

東京(9) 長野(2) 名古屋(5) 東京(4) 名古屋(7) 長野(5) 長野(4)

東信(10) 松本(3) 長野(6) 松本役員(5) 長野(8) 東京(6) 松本(5)

長野(11) 東京(4) 東京(7) 名古屋役員(9) 東京(9) 松本睦会(6) 東京(5)

松本(11) 名古屋(7) 松本(15) 東信役員(10) 松本(9) 東信(6)

北陸役員(20) 睦会(8) 東京役員(11) 北陸役員(7)

東京役員(25) 北陸役員(12) 東京役員(19)

※カッコ内は開催日を表す

各事業本部・支店
において計画

 2日日程　４ 回

 1日日程　４ 回

(12/1～1/15)

2024年4月1日～2025年3月31日

9 10 3 備　　考

本社ビル７Ｆ－１
 15：30～

11 12 1 2

本社ビル７Ｆ－３
 14:30～

各事業本部・支店
において計画

年末年始労働災害防止強調期間

各事業本部・支店に
おいて計画

各事業本部・本･支店において計画

ﾒﾝﾀﾙ相談･健康相談･ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ

ストレスチェック

アナウンス

ﾒﾝﾀﾙ相談･健康相談･ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞﾌｫﾛｰﾒｰﾙ
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① 化粧シート or メッシュシートを用いる場合 ② 幅木+ 化粧シート orメッシュシートの場合

④ コンパネ(H=900)の場合

荷 取 り ス テ ー ジ か ら の 落 下 防 止 措 置

①～④のいずれかの措置をとること。

③ コンパネ(H=600) + 化粧シート or

メッシュシートの場合

化粧シート or

メッシュシート 手すり

手すり

幅木バタ角

化粧シート or
メッシュシート

化粧シートを巻き込む

化粧シート or
メッシュシート

化粧シート・メッシュシートは隙間無くつなぎ目を重ねる

化粧シート or
メッシュシート 手すり

手すり

幅木

幅木に固定

化粧シート or

メッシュシート

バタ角

化粧シート or

メッシュシート

シートの全て
のハトメを固
定する

化粧シート・メッシュシートは隙間無くつなぎ目を重ねる

化粧シート or

手すり

手すり

バタ角 結束固定

コンパネ

H=450

化粧シート or
メッシュシート

桟木釘止メ

化粧シート or

コンパネ
H=450

化粧シート・メッシュシートは隙間無くつなぎ目を重ねる 化粧シート・メッシュシートは隙間無くつなぎ目を重ねる

化粧シート or

メッシュシート

コンパネ
H=900

化粧シート or
メッシュシート

コンパネ
H=900

手すり

結束固定

結束固定

手すり

バタ角

コンパネは横さん（手すり）に固定するコンパネは横さん（手すり）に固定する

－資料-10－



2024年度安全管理スローガン



（2024年中央労働災害防止協会年間標語）


